
入居一時金（前払金）

南側居室 　　※ 平成２７年４月０１日改定

年齢層 居室タイプ 定員（人） 面積（㎡） 償却年数 入居一時金 
（前払金）合計

６５歳～７０歳 Ａタイプ 1 20.11 8 23,520,000 円

Ｂタイプ 1 20.71 8 24,480,000 円

Ｃタイプ 1 21.41 8 25,320,000 円

Ｄタイプ 1 22.13 8 26,520,000 円

Ｆタイプ 1 41.18 8 47,040,000 円

７１歳～８０歳 Ａタイプ 1 20.11 7 20,580,000 円

Ｂタイプ 1 20.71 7 21,420,000 円

Ｃタイプ 1 21.41 7 22,155,000 円

Ｄタイプ 1 22.13 7 23,200,000 円

Ｆタイプ 1 41.18 7 41,160,000 円

８１歳～８５歳 Ａタイプ 1 20.11 6 17,640,000 円

Ｂタイプ 1 20.71 6 18,360,000 円

Ｃタイプ 1 21.41 6 18,990,000 円

Ｄタイプ 1 22.13 6 19,890,000 円

Ｆタイプ 1 41.18 6 35,280,000 円

８６歳～９０歳 Ａタイプ 1 20.11 5 14,700,000 円

Ｂタイプ 1 20.71 5 15,300,000 円

Ｃタイプ 1 21.41 5 15,825,000 円

Ｄタイプ 1 22.13 5 16,570,000 円

Ｆタイプ 1 41.18 5 29,400,000 円

９１歳～　　　 Ａタイプ 1 20.11 4 11,760,000 円

Ｂタイプ 1 20.71 4 12,240,000 円

Ｃタイプ 1 21.41 4 12,660,000 円

Ｄタイプ 1 22.13 4 13,260,000 円

Ｆタイプ ２ 41.18 4 23,520,000 円

入居一時金（前払金）
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入居一時金（前払金）

北側居室 　　※ 平成２７年４月０１日改定

年齢層 居室タイプ 定員（人） 面積（㎡） 償却年数 入居一時金 
（前払金）合計

６５歳～７０歳 Ａタイプ 1 20.11 8 23,520,000 円

Ｂタイプ 1 20.71 8 24,000,000 円

Ｃタイプ 1 21.41 8 24,480,000 円

Ｄタイプ 1 22.13 8 25,080,000 円

Ｅタイプ 1 23.73 8 25,920,000 円

７１歳～８０歳 Ａタイプ 1 20.11 7 20,580,000 円

Ｂタイプ 1 20.71 7 21,000,000 円

Ｃタイプ 1 21.41 7 21,420,000 円

Ｄタイプ 1 22.13 7 21,945,000 円

Ｅタイプ 1 23.73 7 22,680,000 円

８１歳～８５歳 Ａタイプ 1 20.11 6 17,640,000 円

Ｂタイプ 1 20.71 6 18,000,000 円

Ｃタイプ 1 21.41 6 18,360,000 円

Ｄタイプ 1 22.13 6 18,810,000 円

Ｅタイプ 1 23.73 6 19,440,000 円

８６歳～９０歳

Ａタイプ 1 20.11 5 14,700,000 円

Ｂタイプ 1 20.71 5 15,000,000 円

Ｃタイプ 1 21.41 5 15,300,000 円

Ｄタイプ 1 22.13 5 15,675,000 円

Ｅタイプ 1 23.73 5 16,200,000 円

９１歳～　　　 Ａタイプ 1 20.11 4 11,760,000 円

Ｂタイプ 1 20.71 4 12,000,000 円

Ｃタイプ 1 21.41 4 12,240,000 円

Ｄタイプ 1 22.13 4 12,540,000 円

Ｅタイプ 1 23.73 4 12,960,000 円

入居一時金（前払金）



月払い家賃

南側居室

年齢層 居室タイプ 定員 
（人）

面積 
（㎡）

家賃相当額 
（月額）

６５歳～ Ａタイプ 1 20.11 278,000 円

Ｂタイプ 1 20.71 286,000 円

Ｃタイプ 1 21.41 293,000 円

Ｄタイプ 1 22.13 303,000 円

Ｆタイプ 2 41.18 556,000 円

北側居室

年齢層 居室タイプ 定員 
（人）

面積 
（㎡）

家賃相当額 
（月額）

６５歳～ Ａタイプ 1 20.11 278,000 円

Ｂタイプ 1 20.71 282,000 円

Ｃタイプ 1 21.41 286,000 円

Ｄタイプ 1 22.13 291,000 円

Ｅタイプ 1 23.73 298,000 円



● 月額利用料

ご入居後、毎月入居者様ご指定銀行の自動振替によりお支払いいただくものです。

１． 月額利用料　：　２７７，４３０ 円　（税込）

＜内訳＞
○ 管　理　費

管理費は、建物および付帯設備の利用および維持管理費用、運営懇談会の運営

費用、健康管理費用、事務管理部門の人件費、備品消耗品費、居室および共有

施設の水道光熱費等からなります。

○ 食　　　 費  * ご利用が３０日の場合の計算です。

食費は、食材費、調理費、人件費、事務費、備品消耗品費等からなります。

日額は、2,891円でご利用日数で計算いたします。

 ※ 行事食費用については別途請求させていただきます。

○ 介護保険給付対象外費

介護給付基準を上回る看護・介護職員の配置（入居者２名に対して常勤換算１名

の看護介護職員の配置）にかかる費用です。

２． 介護保険給付に係る利用者負担額　（自己負担１割の場合の相当額、概算）

○ 介護保険制度の要介護認定に従って介護保険報酬の自己負担額をお支払いいただきます。

下記の自己負担額には、基本料、個別機能訓練加算Ⅰ、個別機能訓練加算Ⅱ、

夜間看護体制加算Ⅰ（要介護のみ）、協力医療機関連携加算、生活機能向上連携加算Ⅱ、

サービス提供体制強化加算Ⅰ、科学的介護推進体制加算、ADL維持等加算、

生産性向上推進体制加算Ⅱ、介護職員等処遇改善加算Ⅰ、が含まれています。

それぞれの加算の内容は次頁をご参照ください。

（２０２4年０４月０１日改定）

○ 機能訓練指導員による個別機能訓練計画に基づき計画的に機能訓練を実施していること

により、個別機能訓練加算Ⅰが含まれ、個別機能訓練計画等の内容を厚生労働省の情報

システムに提出することで更なる機能訓練の適切かつ有効な実施に向けて必要な情報の活用

を行うことにより個別機能訓練加算Ⅱが含まれています。
○ 夜勤又は宿直を行う看護職員の数が1名以上で、必要に応じて健康上の管理を行う体制

を確保していることにより夜間看護体制加算Ⅰが含まれています。

○ 介護職員等の処遇改善の取り組みをしてることにより、介護職員等処遇改善加算

（2024年5月までは介護職員処遇改善加算および介護職員等特定処遇改善加算、

ベースアップ支援加算）が含まれています。

○

　　１ヶ月の必要経費 ＝ 月額利用料＋介護保険給付自己負担額＋その他の費用

101,500 円 

86,730 円 

89,200 円 

　要支援１ 8,169 円 

　要支援２ 12,867 円 

　要介護１ 21,830 円 

　要介護２ 24,252 円 

協力医療機関において、利用者の病状が急変した場合等に、医師または看護職員が相談対応を

　要介護３ 26,781 円 

　要介護４ 29,130 円 

　要介護５ 31,625 円 



定期的な会議により入居者の現病歴等の情報共有を行うことにより協力医療機関連携加算が

含まれています。

○ 施設内機能訓練指導員が病院のリハビリ専門セラピストと協同で個別機能訓練計画を作成

することにより生活機能向上連携加算Ⅱが含まれています。

○ 病院や老健等から入居された場合や30日を超えるご入院後30日間は退院・退所時連携加算

が追加となります。（要介護のみ）

○ 6カ月毎に口腔状況・栄養状況の確認を行わせていただいた月は、口腔・栄養スクリーニング

加算が追加となります。

○ 自立支援・重度化防止の観点から6カ月毎にADL（日常生活動作）の評価を行い維持または

改善の度合が一定の水準を超えた場合にADL維持加算が追加となります。

○ より効果的な自立支援・重度化防止につなげることを目的に、介護保険のデータベース「LIFE」

に施設入居者のADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況等基本的な情報を提供し、その

フィードバックを適切に活用することで科学的介護推進体制加算が算定されます。根拠のある

科学的な介護を目的としています。

○ 介護職員の70％以上が介護福祉士であることによりサービス提供体制強化加算Ⅰが含まれて

いますが、ご入居者の状況が要件を満たした場合に入居継続支援加算Ⅰに移行します。

（要介護のみ）

○ ご入居者・ご家族のご意向により、ホームにおいて看取り介護をおこなった場合に、看取

り介護加算Ⅱが追加となります。

○

行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した入所者等に対し、適切な感染対策を

行った上で介護サービスを行った場合に、1月に1回、連続する5日を限度として追加されます。

○

生活歴等の情報を提供した場合、退居時情報連携加算が追加となります。

○ 認知症専門ケア加算、入居継続支援加算は含まれていませんが、追加が見込まれます。

※ 介護保険給付負担額は、法改正により改訂される場合があります。

※ 上記の金額は利用日数が１ヶ月３０日のおおよその金額です。

３．介護用品代（実費）

○ 成人用紙おむつ代及び処理費用等の実費　（必要な場合のみ）

※ 持ち込みをされる場合は、処理費用のみをご負担願います。

４．その他、介護保険対象外サービス利用料等の個人消費分　（ご利用者のみ）

○ 有料サービスにつきましては、別表の介護サービス一覧表をご参照願います。

５．料金改定のルール

人件費・消費者物価の変動等を勘案し、運営懇談会においてご意見を伺ったうえで、

料金を改訂させていただくことがあります。

20260501R19

行う体制、高齢者施設等からの診療の求めがあった場合に診療を行う体制を常時確保しており、

入居者等が、厚生労働省が別に定める感染症に感染した場合に、相談対応、診療、入院調整等を

医療機関へ退所する入所者等について、退所後の医療機関に対して当該入所者等の心身の状況、




